
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

規

則

】

【

教

育

委

員

会

】

○

食

品

衛

生

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

生

活

衛

生

課

則

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

（

県

例

規

集

登

載

）

指

定

及

び

変

更

【

訓

令

】

【

警

察

本

部

】

○

食

品

衛

生

法

施

行

手

続

の

廃

止

〃

○

簡

易

な

方

法

に

よ

る

開

示

請

求

を

す

る

こ

と

が

県

民

応

接

課

○

岡

山

県

食

品

衛

生

監

視

機

動

班

設

置

規

程

の

一

〃

で

き

る

個

人

情

報

の

指

定

の

一

部

改

正

【

公

安

委

員

会

】

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

則

【

告

示

】

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

指

導

監

査

室

（

県

例

規

集

登

載

）

出

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

都

市

計

画

の

変

更

都

市

計

画

課

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報

令和３年３月１２日 第１２２７６号



◎
岡
山
県
規
則
第
七
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
。
第
九
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う

」
を
削
る
。

。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
」
に

改
め
、
同
条
中
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
」
を
「
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
」
に
、

「
は
」
を
「
は

」
に
改
め
る
。

、

第
三
条
中
「
様
式
第
一
号
に
よ
る
標
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
標
紙
を
貼
ら

な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
は
つ
た
」
を
「
貼
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
標

紙
を
は
る
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
標
紙
を
貼
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
は
つ
た
」
を
「
貼
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
十
日
」
を
「
三
十
日
」
に

「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に

、

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
号

の
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
八
条

第
九
条
を
削
る
。

別
表
の
二
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



２

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

食
品

衛
生

法
施

行
細

則
昭

和
年

岡
山

県
規

則

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部
９
の
項

中
「

（

4
8

11

，

5
0

）

」
を
削
る
。

第
号

第
８

条

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
訓
令
第
一
号

保

健

福

祉

部

保

健

所

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

食
品
衛
生
法
施
行
手
続
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
訓
令
第
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
訓
令
第
二
号

保

健

福

祉

部

保

健

所

岡
山
県
食
品
衛
生
監
視
機
動
班
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
二
条
中
第
一
号
を
削
り

第
二
号
を
第
一
号
と
し

第
三
号
を
第
二
号
と
し

同
条
第
四
号
中

第

、

、

、

「

」

「

」

、「

」

、

五
十
八
条
第
二
項

を

第
六
十
三
条
第
二
項

に
改
め

食
品
等
に
起
因
す
る
中
毒
の

を
削
り

同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

多
機
能
型
事
業
所
土
田
の
里
総
社

２

所
在
地

総
社
市
総
社
一
丁
目
九
番
二
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
土
田
の
里

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
土
田
九
百
四
十
三
番
地
二

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
八
〇
〇
三
七
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
鹿
田
字
黒
岩
一
四
八
七
の
二
、
一
四
八
七
の
八
、
一
四
八
七
の
一
〇
、
字
杉
ケ
谷
一
六
二

八
の
二
、
字
須
ノ
内
一
六
三
〇
の
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
真
庭
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
岩
井
谷
字
西
ノ
奥
四
六
二
、
四
六
八
か
ら
四
七
一
ま
で
、
四
七
三
、
四
七
四
の
一
、
四
七

四
の
二
、
四
七
五
の
三
、
四
七
六
、
四
七
七
の
四
、
一
〇
六
二
、
一
〇
六
六
、
一
〇
六
九
、
字
柿
木

乢
四
七
二
、
四
九
一
、
字
槙
ケ
峪
一
〇
五
五
の
一
、
一
〇
五
九
の
一
、
一
〇
六
〇
の
一
、
一
〇
六
〇

の
三
、
字
油
屋
一
〇
六
三
、
一
〇
六
四
、
一
〇
七
一
、
一
〇
七
九
、
一
〇
八
二
、
一
〇
九
二
、
字
油

屋
尻
一
〇
六
八
、
一
〇
七
〇
、
字
梨
ノ
木
さ
こ
一
〇
八
三
の
一
、
一
〇
八
三
の
三
、
一
〇
八
四
の
一
、

一
〇
八
四
の
二
、
一
〇
八
四
の
四
、
一
〇
八
四
の
五
、
一
〇
八
五
の
一
、
一
〇
八
八
の
一
、
一
〇
八

八
の
三
、
一
〇
九
〇
の
二
、
一
〇
九
一
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
西
ノ
奥
四
六
二
、
四
六
八
か
ら
四
七
一
ま
で
、
四
七
三
、
四
七
六
、
四
七
七
の
四
、
一
〇

六
九
、
字
柿
木
乢
四
七
二

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
真
庭
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

新
見
市
哲
多
町
田
淵
字
岩
嘉
二
一
六
八
、
二
一
六
九
の
一
、
二
一
七
〇
の
二
、
二
一
七
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浅
口
広
域
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
の

図
書
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

浅
口
広
域
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

浅
口
市
金
光
町
佐
方
小
西
原
か
ら
浅
口
市
金
光
町
佐
方
宮
原
ま
で
の
一
部

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
・
各
総
合
支
所
産
業

建
設
課

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



〔
一
〇
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事
業
主
体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

児
島
湾
土
地
改
良
区

北
七
区
支
線

号

か
ん
が
い
排
水

令
和
三
・

二
・

八

82

〃

西
七
区
支
線

号

〃

令
和
三
・

二
・

八

116

〃

錦
六
区
横

南

〃

令
和
三
・

二
・
一
五

10

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



〔
一
〇
四
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
市
東
区
南
水
門
町
四
〇
八
番

田

一
、
二
三
九

岡
山
市
東
区
南
水
門
町
四
一
八
番

田

一
、
三
六
四

岡
山
市
東
区
南
水
門
町
四
二
〇
番

田

一
、
三
九
九

岡
山
市
東
区
南
水
門
町
四
二
一
番

田

一
、
八
三
七

岡
山
市
東
区
南
水
門
町
四
六
八
番
一

田

二
、
六
五
九

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

水
田
と
し
て
利
用

令
和
三
年
四
月
一
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

二
五
四
、
〇
〇
〇
円

和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
（
岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



〔
一
〇
五
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
に
つ
い
て
の
都

市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
局
下
水
道
部
下
水
経
営
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
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〔
一
〇
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
袋
ノ
東
二
一
〇

一
七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

広
島
県
福
山
市
熊
野
町
甲
一
一
二
五

有
限
会
社
み
や
も
と
企
画

代
表
取
締
役

宮
本

松
惠

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
四
号
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〔
一
〇
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
小
寺
字
宇
戸
口
四
〇
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
西
市
六
三
八

三
ア
イ
ビ
ー
ハ
イ
ツ
Ｅ
二
〇
三

－

吉
富

唯
宏

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
七
号
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〔
一
〇
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
水
落
ノ
上
八
七
六

七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
福
島
三
五

一
メ
ゾ
ン
福
島
一
〇
三

－

犬
飼

佳
史

犬
飼
有
希
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
二
号

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



〔
一
〇
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
水
落
ノ
上
八
七
六

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
西
阿
知
町
九
七
三

一
シ
ャ
イ
ン
ク
レ
ヴ
ィ
ア
Ｃ
棟
二
〇
二
号

－

田
中

亮
汰

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
三
号

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号



〔
一
一
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
警
察
緊
急
配
備
等
捜
査
支
援
シ
ス
テ
ム
再
賃
貸
借

一
式

二

借
入
期
間

令
和
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
刑
事
部
刑
事
企
画
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
二
月
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

契
約
金
額

一
〇
五
、
八
二
二
、
九
四
八
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
九
、
六
二
〇
、
二
六
八
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
足
利
尊
氏
御
教
書
に
、
次
の
と
お
り
百
三
十
四
通
を
追
加
し
て
指
定
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
一
二
四
号

二

種

別

重
要
文
化
財

古
文
書

三

変
更
前
の
名
称
及
び
員
数

足
利
尊
氏
御

教

書

一
通

あ
し
か
が
た
か
う
じ

み

ぎ
ょ
う
し
ょ

四

変
更
後
の
名
称
及
び
員
数

弘
法
寺
文
書

百
三
十
五
通

こ
う
ぼ
う

じ

も
ん
じ
ょ

（
指
定
文
化
財
の
目
録
を
岡
山
県
教
育
委
員
会
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

五

所

在

地

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
千
手
二
三
九

遍
明
院

六

所

有

者

宗
教
法
人
弘
法
寺

七

製

作

年

代

建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

八

指

定

理

由

千
手
山
弘
法
寺
は
奈
良
時
代
に
報
恩
大
師
が
開
い
た
と
す
る
伝
承
を
持
つ
備
前
の
古
刹
で
あ
る
。

中
世
に
は
天
台
宗
に
属
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
八
月
十
六
日
付
け
の
「
岡

山
藩
主
寺
社
奉
行
定
書
」
に
は
「
邑
久
郡
千
手
山
弘
法
寺

真
言
宗
」
と
書
か
れ
、
十
五
の
坊
と
末

寺
一
寺
の
寺
領
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
は
四
院
に
併
合
さ
れ
、
現
在
は

遍
明
院
と
東
寿
院
の
二
院
と
な
っ
て
い
る
。
弘
法
寺
練
供
養
は
昭
和
三
十
二
（
一
九
五
七
）
年
五
月

十
三
日
に
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
、
練
供
養
に
用
い
る
被
仏
や
行
道
面
は
平
成
十
二
（
二

〇
〇
〇
）
年
三
月
二
十
八
日
に
県
指
定
重
要
文
化
財
（
彫
刻
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

弘
法
寺
の
所
蔵
に
か
か
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
三
月
二
十
七
日
に

「
足
利
尊
氏
御
教
書
」
が
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
外
に
も
建
長
三

（
一
二
五
一
）
年
十
一
月
付
け
の
「
備
前
国
豊
原
庄
政
所
下
文
」
を
始
め
、
鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
初

年
に
か
け
て
の
文
書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
地
方
有
力
寺
院
の
経
営
実
態
や
、
近
隣

住
民
か
ら
の
厚
い
信
仰
の
様
相
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
中
近
世
の
備
前
の
歴
史
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。
浦
上
氏
や
宇
喜
多
氏
等
、
戦
国
時
代
に
勢
力
を
有
し
た
武
将
や
、
池
田
光
政
以
降

の
十
七
世
紀
以
後
の
岡
山
藩
か
ら
の
文
書
が
含
ま
れ
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
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◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
五
号

平
成
十
八
年
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
二
号
（
簡
易
な
方
法
に
よ
る
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

個
人
情
報
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

扇

澤

昭

宏

表
岡
山
県
警
察
音
楽
隊
カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
隊
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
採
用
選
考
試
験
の
項
中
「
警

務
部
県
民
応
接
課
」
を
「
警
務
部
県
民
広
報
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
イ
中
「
県
民
応
接
課
」
を
「
県
民
広
報
課
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
広
報
室
」
を
「
取
調
べ
監
督
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
県
民
応
接

課
」
を
「
県
民
広
報
課
」
に

「
犯
罪
被
害
者
支
援
室
」
を
「
広
報
室
、
犯
罪
被
害
者
支
援
室
」
に
改

、

め

「
、
取
調
べ
監
督
室
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
施
設
整
備
室

」
を
「
施
設
室
及
び
」
に
改

、

、

め

「
及
び
警
察
本
部
庁
舎
整
備
室
」
を
削
る
。

、第
五
条
第
一
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
監
督
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

取
調
べ
監
督
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
六
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
県
民
応
接
課
」
を
「
県
民
広
報
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第

十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
九

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
か
ら

第
七
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

広
報
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
四
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
施
設
整
備
室
」
を
「
施
設
室
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

「

」

「

」

。

第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中

少
年
犯
罪
の
捜
査

を

少
年
事
件
の
捜
査
及
び
調
査

に
改
め
る

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
限
る

」
の
下
に
「
、
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

。
）

第
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
ス
テ
レ
オ
カ
メ
ラ
」
を
「
測
量
機
器
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１２日　岡山県公報　第１２２７６号


